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くまもと市政だよりへの広告を募集中。販売代理店の株式会社ジチタイアド（☎092-716-1401）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

市外局番096を省略しています●「〒860-8601」は市役所専用番号です。住所の記載なしで郵便物が届きます。

景観部門　　　　「熊本市らしい　わたしの推し景観」
看板・広告部門　 「看板・広告とまちが調和した景観」

（都市デザイン課　☎328-2508）

景観発掘プロジェクト
『みつけ隊』隊長
タヌキの洗馬くん

くまもと景観100選募集
～熊本市・景観発掘プロジェクト第5弾～

募集テーマ

募集要項・詳しい応募方法などは市ホームページへ。

８月３１日まで

専用応募フォームまたはInstagramへ写真を投稿
〒860-8601 都市デザイン課へ直接持ち込みまたは送付

応募期間

応募方法

あなたの身の回りにある、本市の魅力的な景観の写真を募集中。
まだまだ知られていない「よかながめ」を発掘して写真で教えてください！
よかながめに選ばれた方には豪華賞品のプレゼントもあります♪

　湿度・気温が高くなるこれからの時期
は、家の中にダニが発生しやすくなりま
す。ダニは人をかむだけでなく、アレル
ギーの原因にもなります。
　殺虫剤などで部屋から一気に駆除す
ることは難しいので、ダニが生息しにく
い環境づくりが必要です。
　部屋の換気、掃除を行い、天気の良い
日は布団を干して布団用吸引口をつけた
掃除機でほこりを吸い取りましょう。

ダニによる被害を防ぎましょう！

（生活衛生課　☎364-3187）

（消防局警防課　☎363-7174）

　海や川ではさまざまなレジャーが楽し
める一方で、事故も多く発生しています。
海水浴場や川に行く際は、命を守るため
に次の点に注意しましょう。
【海】
・自治体に指定された海水浴場を利用する
・こどもだけで遊ばせない
・ライフジャケットを着用する
・強風時や波が高い場合は、海に近づか
ない
・飲酒後は泳がない
【川】
・「危険を示す掲示板」がある場所では遊
ばない
・急な増水により、取り残されてしまう危
険があるので十分に注意する
・雷や雨は、川の水が急に増えるサインな
ので、早めに避難する

　万が一事故に遭った時や事故を目撃
した時は
【海】海上保安庁≪１１８番≫
【川】市町村消防≪１１９番≫

　海での遊泳中の事故防止に役立つ情
報は、海上保安庁ホーム

海や川での事故に注意しましょう！

 問 

ページ「ウォーターセーフ
ティガイド遊泳編」へ。
 　熊本海上保安部交通課（☎0964-52-3105）

　犯罪にあわれた方やご家族・ご遺族
は、直接的な被害だけではなく、その後
の暮らしが一変し、事件解決後もさまざ
まな問題を抱えることがあります。うわ
さ話や誹謗中傷による二次被害を防ぐ
ためにも、周囲の正しい理解が大切です。
　本市では犯罪被害者等の総合相談窓
口を設置し、相談を受け付けているほ
か、見舞金の支給なども行
っています。
　詳しくは生活安全課へ。

犯罪被害者等支援をご存じですか

（生活安全課　☎328-2397）

　交通指導員に興味はあるけれど、「自
分にできるか不安」「活動内容がよく分か
らない」という方に向けて、ボランティア
として交通指導員の活動に参加できる
方を募集しています。
　市外の方、校区外の方でも参
加可能です。
　詳しくは「くまもとアプリ」
または生活安全課へ。

交通指導員の活動を
体験してみませんか

（生活安全課　☎328-2397）

【募集校区】中央区白川校区、西区池田校区

　 8月29日（土）午後3時半～4時間半程
度（予定）※荒天の場合は、30日（日）に順
延。※清掃ボランティアは翌日の午前7時
～8時（予定）。 　花火大会会場周辺（上・
下江津湖周辺など） 　当日の大会運営
補助（観客の誘導・案内、入場者数カウン
ト、アンケート調査）、翌日の会場周辺の

話での申し込み不可。
　詳しくは、江津湖花火大会
ホームページへ。

江津湖花火大会2026　
ボランティア募集！
 日 

 場 
 内 

 定 

 申 

（イベント推進課　☎328-2948）

清掃※団体での参加可。 　運営ボラン
ティア：約200人／清掃ボランティア：約
400人 　6月26日までに電子申請また
は申込用紙に必要事項を記入後メール
（eventsuishin@city.kumamoto.lg.jp）・
ファクス（323-9262）・郵送で〒８６０－
８６０１イベント推進課へ※電

　 昭和51年1月1日～12月31日に結婚
し、夫婦とも存命の方 　婚姻を証明す
る戸籍謄本（抄本） 　6月15日～7月24日
に区役所福祉課・総合出張所へ
【熊日金婚夫婦表彰式】
　 10月6日（火）午前11時～（予定）※詳
しくは、6月中旬頃の熊日紙面上および電
子版で確認ください。 　熊本城ホール・
シビックホール※家族や同伴の方の参
列可。 

熊日金婚夫婦表彰の
受付を行います

　 期 

 場 

 申 

（高齢福祉課　☎328-2963）

 対 
 持 

 　6月20日～来年3月（全19回）第1・3土
曜日 午前10時～11時半　 くまもと工
芸会館および川尻町の史跡など 　川尻
史跡案内人の会　 18歳以上の方 　10
人（応募多数の場合抽選） 　6月6日～
14日に電話でくまもと工芸会館へ

川尻史跡案内人の養成講座
 日 

 場 

（くまもと工芸会館　☎358-5711）

無料

 師 
 対  定 

 申 

　催眠商法とは、臨時設置の会場等に人を集め、日用品等の無料配布や販売
業者の巧みな話術で雰囲気を盛り上げ、冷静な判断ができない状態で高額な
商品を契約させる手口で、特に高齢者の被害相談が多く寄せられています。
　被害にあわないために、次の点に注意しましょう。

・期間限定の店舗や臨時の販売会には注意し、安易に会場に近づかない
・大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要か考え、不要な商品の購入
はきっぱり断る

気をつけて! 催眠商法

（消費者センター　☎353-2500)

契約時のトラブルに注意！

　私たちは、日々の生活の中でさまざまな契約をしています。後悔しないた
めに、契約前の確認が大切です。
　消費者トラブルで困ったときは、一人で悩まず、まずはご相談ください。

（消費者センター　☎353-2500）

・何を、いくつ買うのか、どんなサービスを受けるのかは明確か
・代金はいくらか。後から追加で支払う費用はないか
・口頭で受けた説明や約束が、契約書にも書かれているか
・解約についての契約条項はあるか
・事業者の名称、住所、電話番号、代表者名を確認したか

チェックポイント

・利益や損失が出る仕組みを理解したか
・「絶対にもうかる」などと言われていないか

■基本的なこと

■お金を増やす目的（投資など）の契約の場合

・本当に今、必要な商品・サービスか
・家族や友人、消費者センター等に相談しなくて大丈夫か

■最後に  

もう読んだ？小さな小さな米印。
（若者消費者啓発標語より）


